
新潟市物品等入札参加資格審査要綱 

平成２４年１２月１日 告示第６２８号 

平成２７年１月７日  改正      

平成２９年１月５日  改正      

令和元年１２月１４日 改正      

令和２年７月１日   改正    

令和４年１０月５日  改正    

令和６年４月１日   改正   

 （趣旨） 

第 1 条 この要綱は，地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」とい   

 う。）第１６７条の５第 1 項及び第１６７条の１１第２項並びに新潟市契約規則（昭和  

 ５９年新潟市規則第２４号。以下「規則」という。）第４条（規則第２５条において準

用する場合を含む。）の規定に基づき，並びに規則第５条及び第６条（これらの規定を

規則第２５条において準用する場合を含む。）並びに新潟市物品等又は特定役務の調達

手続の特例を定める規則（平成１９年新潟市規則第８８号）第４条の規定を実施するた

め，市が発注する物品の製造の請負，売買及び貸借，業務委託その他の契約に係る一般

競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）に参加する者に必要な資格（以

下「参加資格」という。）及び参加資格の審査（以下「資格審査」という。）の申請の

期間その他必要な事項を定めるものとする。 

（競争入札に参加することができる者） 

第２条 競争入札に参加することができる者は，施行令，地方公共団体の物品等又は特定  

 役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）又は規則の規定により  

 競争入札に参加することができないこととされる者以外の者であり，かつ，次の各号の 

 いずれにも該当しない者であって，第５条第１項に定める手続きにより資格審査を受け，

参加資格を認められた者とする。 



 （１） 営業に関し許可，認可等を必要とする場合について，これを受けていない者 

（２） 資格審査の申請を行う日（以下「審査基準日」という。）において，事業を営

んで１年に満たない者（参加資格を有する者であって引き続き１年以上事業を営んで

いたものから，当該事業に係る営業の全部又は一部を承継した者及び国又は地方公共

団体が出資している法人のうち市長が入札の参加に支障がないと認めたものを除く。） 

（３） 市税，法人税，所得税又は消費税及び地方消費税を滞納している者であって， 

 市長が競争入札に参加させないとした者 

（４） 次のアからキまでのいずれかに該当する者 

  ア 暴力団（新潟市暴力団排除条例（平成 24 年新潟市条例第 61 号）第２条第２号に

規定する暴力団をいう。以下同じ。）

  イ 暴力団員（新潟市暴力団排除条例第２条第３号に規定する暴力団員をいう。以下

同じ。）

  ウ 役員等（法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者その他これらと

同等の責任を有するものをいい，法人以外の団体である場合は代表者，理事その他

これらと同等の責任を有するものをいう。）が暴力団員であるもの 

  エ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与しているもの 

  オ 自己，その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は

第三者に損害を加える目的をもって，暴力団又は暴力団員を利用しているもの 

  カ 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し，又は便宜を供与するなど直接的又は

積極的に暴力団の維持運営に協力し，又は関与しているもの 

  キ その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するもの

２ 前項の規定にかかわらず，市長から指名停止の措置を受けている者は，競争入札に参

加することができない。 

（資格審査の申請の種類） 

第３条 資格審査の申請の種類は，次の各号に掲げるとおりとし，それぞれ当該各号に定

める場合に行うものとする。 

 （１） 定期申請 次に掲げる場合 

  ア 現に効力を有する参加資格の有効期間の満了日の翌日を有効期間の開始日とする 

   参加資格について資格審査を申請する場合 



  イ アに掲げる場合のほか，第６条第１項に規定する有効期間に係る参加資格につい 

   て資格審査を申請する場合 

 （２） 追加申請 定期申請をしなかった者が第６条第１項に規定する有効期間の満了

日までを有効期間とする資格審査を申請する場合 

 （３） 随時申請 前２号に定める場合のほか，市長が特に必要と認める場合 

２ 資格審査の申請は，次の各号に掲げる種類に応じ，それぞれ当該各号に定める期間に

行わなければならない。 

 （１） 定期申請 平成２５年を初年とする同年以後の２年ごとの各年（以下「定期申

請年」という。）における市長が別に定める期間（市長が特に認める場合にあっては，

当該各年の前年を含めることができる。） 

 （２） 追加申請 定期申請年の４月を最初の月とする同月以後の３月ごとの各月にお

ける市長が別に定める期間 

 （３） 随時申請 随時 

（資格審査の申請） 

第４条 資格審査を受けようとする者は，インターネットを利用した当市のオンライン申

請システム（以下「申請システム」という。）に必要事項を入力し，次の各号に掲げる

区分に応じ，それぞれ該当各号に定める書類の電子データを添付のうえ市長に申請しな

ければならない。ただし，これにより難い場合は，市長が別に定める。 

 （１） 法人の場合 次に掲げる書類 

  ア 法人の登記事項証明書（外国法人にあっては，その国の管轄官庁又は権限のある  

   機関の発行するこれに相当する書類） 

  イ 審査基準日の直前の決算期から１年前までの事業年度に係る財務諸表 

  ウ  使用印鑑届 

  エ その営業に関し必要な許可，認可等を必要とする場合にあっては，これを受けて

いることを証する書類 

  オ 第２条第１項第２号に規定する営業の全部又は一部を承継した法人であって，審

査基準日において当該承継の日から１年未満のものにあっては，営業譲渡又は合併

をした事実を証する書類その他市長が必要と認める書類 

  カ 市内に事務所又は事業所（２以上の事務所又は事業所がある場合は，主たる事務 



   所又は事業所。以下この項において同じ。）を有する法人にあっては，市税の納税 

   証明書及び法人税の納税証明書 

  キ 市内に事務所又は事業所を有しない法人にあっては，法人税の納税証明書（外   

国法人にあっては，その国の管轄官庁又は権限のある機関の発行するこれに相当す 

   る書類） 

  ク 消費税及び地方消費税の納税証明書 

  ケ 暴力団等の排除に関する誓約書  

（２） 個人の場合 次に掲げる書類 

 ア 入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産手続き開始の決定を受け

て復権を得ない者でないことを証する書類 

 イ 審査基準日の直前の決算期から１年前までの間の営業年度に係る収支計算書，又 

  はそれに準ずるもの 

  ウ  使用印鑑届 

  エ その営業に関し必要な許可，認可等を必用とする場合について，これを受けてい 

   ることを証する書類 

  オ 第２条第１項第２号に規定する営業の全部又は一部を承継した者であって，審査

基準日において当該承継の日から１年未満のものにあっては，営業譲渡又は相続を

した事実を証する書類その他市長が必要と認める書類 

  カ 市内に事務所又は事業所を有する者にあっては，市税の納税証明書及び所得税の 

   納税証明書 

  キ 市内に事務所又は事業所を有しない者にあっては，所得税の納税証明書（外国に 

   籍を有する者にあっては，その国の管轄官庁又は権限のある機関の発行するこれに 

   相当する書類） 

  ク 消費税及び地方消費税の納税証明書 

  ケ 暴力団等の排除に関する誓約書  

２ 市長は前項に定める書類のほか，必要と認める書類の提出を求めることができる。 

３ 資格審査の申請に係る書類の作成方法等は，市長が別に定める。 

（資格審査） 



第５条 市長は，前条第１項の規定による申請があったときは，資格審査を行い，参加資

格を与えることが適当であると認めるときは，入札参加資格者名簿（以下「名簿」とい

う。）に登載するとともに，その旨を申請者に通知するものとする。ただし，市長が通

知することを要しないと認めるときは，通知することを省略することができる。 

２ 前項の規定により資格審査を行った場合において，参加資格を与えることが適当でな

いと認めるときは，その旨及び理由を申請者に通知するものとする。 

（参加資格の有効期間） 

第６条  定期申請に係る参加資格の有効期間は，定期申請年の４月１日からその次の定期

申請年の３月３１日までとする。 

２ 追加申請又は随時申請に係る参加資格の有効期間は，名簿に登載された日からその次 

 の定期申請年の３月３１日（登載された日が定期申請年の１月１日から３月３１日まで 

 の間にある場合にあっては，当該定期申請年の３月３１日）までとする。 

（変更の届出） 

第７条 参加資格を有する者（以下「参加資格者」という。）は，第４条第１項の規定に

より申請した事項について変更があったときは，速やかに，申請システムに必要事項を

入力し，別に定める書類を添付のうえ市長に申請しなければならない。ただし，これに

より難い場合は，市長が別に定める。 

（廃業等の届出） 

第８条 参加資格者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは，それぞれ当該

各号に定める者は，速やかに，申請システムに必要事項を入力し，市長に申請しなけれ

ばならない。ただし，これにより難い場合は，市長が別に定める。 

 （１） 参加資格者（個人に限る。）が死亡したとき その相続人 

（２） 法人が合併その他の事由により消滅し，又は解散したとき その役員であった 

 者，破産管財人又は清算人 

（３） 営業の全部を廃止したとき 当該営業の全部を廃止した個人又は法人の役員 

（４） 参加資格者がその参加資格を辞退しようとするとき 当該参加資格者 

（参加資格の取消し等） 

第９条 市長は，次の各号のいずれかに該当するときは，その参加資格を取り消すことが

できる。 



（１） 参加資格者が前条各号のいずれかに該当するとき。 

（２）  施行令第１６７条の４第１項又は第２項（これらの規定を施行令第１６７条の 

 １１第１項において準用する場合を含む。）のいずれかに該当する事実があったとき。 

（３） 第２条第１項各号のいずれかに該当するとき。 

（４） 虚偽又は不正の事実に基づいて参加資格を得たことが明らかになったとき。 

（５） 破産手続開始，更生手続開始又は再生手続開始の申立てがあったとき。 

（６）  次項の規定により提出すべき書類を，その定められた期間に提出しないとき 

２ 市長は，参加資格者が前項第２号から第５号までのいずれかに該当する疑いがあると

認めたときは，当該参加資格者に対し，相当の期間を定めて，必要な書類の提出を求め

ることができる。 

３ 市長は，第１項第２号から４号まで又は第６号の規定により参加資格を取り消した場

合は，その旨を当該参加資格者であった者に通知するものとする。 

（その他） 

第１０条 この要綱の施行に関し必要な事項は，市長が別に定める。 

附 則 

 （施行期日等） 

１ この要綱は，平成２４年１２月１日から施行し，平成２５年４月１日以後の参加資格

について適用する。 

（新型コロナウイルス感染症等に係る資格審査の特例）

２ 資格審査を受けようとする者が，新型コロナウイルス感染症（新型インフルエンザ等

対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）附則第１条の２第１項に規定する新型コロ

ナウイルス感染症をいう。以下同じ。）及びそのまん延防止のための措置の影響を受け

たことにより第４条第１項第１号イ又は同項第２号イに掲げる書類を提出できない場

合は，審査基準日の１年前の直前の決算期から１年前までの事業年度に係る同種の書類

を提出するものとする。

３ 資格審査を受けようとする者が，新型コロナウイルス感染症の影響等により国税の猶

予制度（国税通則法（昭和３７年法律第６６号）に基づく納税の猶予，国税徴収法（昭

和３４年法律第１４７号）に基づく換価の猶予又は新型コロナウイルス感染症等の影響

に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律（令和２年法律第２５号）に基



づく特例猶予をいう。以下この項において同じ。）又は地方税の猶予制度（地方税法（昭

和２５年法律第２２６号）に基づく徴収の猶予，換価の猶予又は新型コロナウイルス感

染症等に係る特例猶予をいう。以下この項において同じ。）の適用を受けたため，第４

条第１項第１号カからクまで又は同項第２号カからクまでに掲げる書類を提出できな

い場合は，当該書類に代えて，国税の猶予制度又は地方税の猶予制度の適用を受けてい

ることを示す書類を提出するものとする。

   附 則 

 この要綱は，平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成２９年１月５日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，令和元年１２月１４日から施行する。 

 附 則

 この要綱は，令和２年７月１日から施行する。

 附 則

 この要綱は，令和４年１０月５日から施行する。

 附 則

 この要綱は，令和６年４月１日から施行する。


